
令和 8年度 信州アクセラレーションプログラム 

支援対象企業 募集要領 

 

令和８年６月２６日 

 

1. 事業の目的  

長野県が運営する創業支援拠点「信州スタートアップステーション」において実施する信

州アクセラレーションプログラム（以下、「本プログラム」という。）は、AI や IoT 等の新技

術による変革や人口減少による急激な社会変化の中、次世代産業の創出を担う企業や持続的

な成長と地域課題の解決を目指す企業に対し、短期間の集中的伴走支援を実施することを目

的としたものです。 

 ※信州スタートアップステーション（県公式ホームページ） 

   https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/sss.html 

 

2. プログラム概要  

(1) 今回募集数：７社以上（最大９社） 

(2) 支援期間：約５ヶ月間（９月から２月まで） 

     ＊３ヶ月間のメンタリング＋２ヶ月間のフォローアップ を予定 

(3) 開催場所：下記のいずれかの場所（支援対象企業、メンターと相談の上、決定）  

① 信州スタートアップステーション matsumoto（松本市大手３丁目３番９号） 

② 信州スタートアップステーション nagano（長野市鶴賀権堂町 2312-1） 

③ 上記の他オンライン会議システム利用 

(4) 支援内容： 

以下の支援プログラムの提供を予定しています。各プログラムの受講は必須となりますの

で、応募にあたり御注意ください。なお、採択企業の状況やステージによって、各期間で提

供する支援内容は異なりますので、予めご了承ください。 

期間 支援内容 

メンタリング期間 

（９月上旬～ 

１２月上旬） 

・本プログラムの運営受託者による面談・研修、その他定期

的な相談・進捗確認 

・外部メンター（企業、VC、メディア、専門家、先輩起業

家、大学等の研究機関、その他創業支援機関等）を活用し

たメンタリングの実施 

※月２～３回程度の支援頻度になります。  

フォローアップ期間 

（１月～２月） 

・金融機関等からの資金調達や県内企業との協業について、

検討・ヒアリング・視察等の実施 

・信州スタートアップステーションが開催する起業に関する

セミナー・ワークショップに参加 



成果報告会 

（１２月中旬） 

プログラム受講者がビジネスモデルやサービス内容、本プロ

グラムでの学びについて成果報告を実施 

    

(5) 対象事業： 本プログラムは「１ 事業目的」で掲げる目的のもと、県内のスタートアッ

プビジネスを展開する事業者を支援の対象とします。なお、スタートアップビジネスの

中でも、県内の具体的な社会・地域課題に対応する要素を含む場合、審査において「ソ

ーシャルビジネス加点」を行い、積極的な採択・支援を推進します。 

 

【スタートアップビジネス】 

独自のアイデア、技術、ノウハウ又はビジネスモデルを活用し、新たな商品・サー

ビス又は市場の創出を通じて高い収益性を伴い、リスクを取りながら高い成長性を

持った事業展開を目指すもの 

＜支援内容（例）＞VC 関係者を外部メンターとしてアサインし、販路開拓、協業

模索、資金調達等に重点を置いた伴走支援 

 

 【ソーシャルビジネス】 

（上記スタートアップビジネスの要素に加え）地域の課題をビジネスの手法で解決

するソーシャルビジネスにおいて、地域社会が抱える課題を明確に捉え雇用創出や

地域活性化等、地域社会に新たな価値を生み出しつつ、将来的な成長が期待できる

もの 

＜ソーシャルビジネス事例＞ 買物弱者支援 、地域交通支援、社会教育関連 、子育

て支援 、環境エネルギー関連、社会福祉関連等）  

なお、長野県「ソーシャル・ビジネス創業支援金」の採択者等は、地域課題の解決

に資する事業に取り組む者として、ソーシャルビジネス加点の対象候補として想定

します。 

 

また、以下は本プログラムにおける推奨テーマです。これらは、長野県として関係機

関・企業等との接続や実証、事業展開に向けた支援を行いやすい領域であることから、

該当する事業を特に歓迎します。※推奨テーマへの該当は応募の必須要件ではありませ

ん。 

【推奨テーマ】 

⚫ テクノロジー 

多様な産業におけるテクノロジー等の活用を通じて、暮らしの利便性向上又は地域

の魅力向上に資する領域。 



例：航空宇宙技術、フードテック、ヘルスケアテクノロジー開発、モビリティ改

善、観光体験の向上、ロボティクス導入 等 

⚫ サステナビリティ 

環境変化、人口減少、労働力不足その他の社会・産業構造の変化に対応し、地域社

会又は県内産業の持続可能性向上に資する領域。 

例：クリーンエネルギー促進、食品ロス対策、オーバーツーリズム対策、省力化・

省人化支援 等 

 

 

3. 応募資格  

以下の条件を全て満たすこと。 

(1) 応募者が創業者・経営者又は起業家であること。 

(2) 創業後概ね５年以内であること。ただし、第二創業や既存企業の新規事業にあってはこ

の限りではない。 

(3) 有望なアイデアや戦略、またはアイデアの種を持つこと。 

（例：独自性・新規性・競争優位性があるビジネスモデル・商品・サービス・プロセス・

技術等を有し、将来的に成長性と収益性が見込める事業、アイデアを有する等） 

(4) 長野県のリソース（本社及び拠点の設置、人材雇用、県内企業との協業、地域資源等）

を活用すること。  

(5) 上記(3)の事業・アイデアの実現に際し、現在は本格的な事業展開の前段階（例：試作、

市場調査段階等いわゆるシード期）であり、今後の事業展開を見据えて本プログラムの

受講を希望すること。 

(6) 本事業が提供するプログラムに原則として起業家本人が全て参加でき、かつ採択後は全

プログラムを完遂できること 

(7) 応募時点において、応募者に経営の自由度が確保されていること（他事業者による経営

の大幅な制限がないこと） 

(8) 事業アイデア・事業計画・財務情報資料（任意様式）を応募資料として提出できること 

 

4. 募集期間  

６月２６日（金） から ８月１７日（月）まで 

 

5. 応募方法  

県公式ホームページ掲載の応募方法に従い、応募期間内に必要書類を電子データで提出し

てください。 

※信州アクセラレーションプログラム（県公式ホームページ） 

https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/acceleration.html 

 

【応募書類】 



① 応募用紙 

② 事業/アイデア/戦略説明資料/事業計画書（任意様式） 

③ 直近の財務状況、出資者構成がわかる資料（損益計算書、貸借対照表等、任意様式） 

※応募書類（データ）については返却いたしませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

【応募先・問合せ先】（応募書類をメールにてお送りください） 

信州スタートアップステーション運営事務局 

・メール：shinshuss@tohmatsu.co.jp 

・件名 ：【SSS アクセラ】応募書類の送付（企業名） 

 

6. 募集・審査スケジュール  

８月１７日（月）17:00 応募締切 

８月１８日（火）－２４日（月） 書類審査 

８月 ２４日（月） 書類審査通過連絡 

８月 ２６日（水）－２７日（木） 面談審査（※１） 

８月 ２８日（金） 審査結果通知 

  ※１：面談審査は書類審査通過者に実施します。面談には必ず本人が出席して下さい。本

人が出席できない場合は、不採択となる場合があります。面談の会場は長野市内ま

たはオンライン会議システムの利用を予定しています。 

※２：個別の審査内容及び結果の詳細についてはお答えできませんので、あらかじめ御了

承ください。 

 

 

7. プログラムスケジュール （予定）  

(1) 日程 

(2) 会場 

第１回目は以下のいずれかの会場で対面での実施を予定します。 

①信州スタートアップステーション matsumoto（松本市大手３丁目３番９号） 

②信州スタートアップステーション nagano（長野市鶴賀権堂町 2312-1） 

(3) その他 

第２回目以降の詳細については、別途連絡します。 

 

 

8. 留意事項  

(1) 以下の場合には、審査対象外としますので予め御了承ください。  

９月上旬 キックオフイベント 

９月７日（月）-１１日（金） 

※上記のいずれか１日 

プログラム開始（第１回目面談 ２h程度） 

１２月上旬頃まで メンタリング期間（月２～３回程度） 

１２月中旬 成果報告会（長野市または松本市） 

２月頃まで フォローアップ期間 



① 応募者が、法令等もしくは公序良俗に違反し、又はそのおそれのある場合 

② 応募内容に不備がある場合 

③ 応募者が、応募に際して虚偽の情報を記載し、その他県及び運営受託者等に対して虚

偽の申告を行った場合 

(2) 応募にあたって提供いただく個人情報を含む応募情報は、県及び運営受託者または外部

協力者（以下、「県及び運営受託者等」という。）にて本プログラム実施にあたって必要な

範囲にて共有、利用します。また、個人情報を事前の承認なく県及び運営受託者等以外の

第三者に提供することはありません。審査経過・審査結果等に関する問い合わせには応じ

られません。 

(3) プログラムの受講に不適切であると県及び運営受託者等が判断した場合には、プログラ

ムの受講を途中で辞退していただく場合がありますので御留意ください。 

(4) プログラム受講者の審査及び選定は、県及び運営受託者等が行います。また、プログラ

ム受講者の選定に当たり、外部協力者が選定に当たる場合があります。 

(5) プログラム受講者の審査、選定及び承認に関して、県及び運営受託者等がプログラム受

講者の事業計画等について、一切の保証を行うものではありません。 

 

9. 問い合わせ先  

本プログラムに関するお問合せは、下記までお願い致します。 

〒380－0824 長野県長野市南石堂町 1277-2 長栄第２ビル５F 

有限責任監査法人トーマツ 長野事務所（本プログラムの運営受託者） 

・担当者：島田 

・メール：shinshuss@tohmatsu.co.jp  

・件名 ：【SSS アクセラ】問合せ（企業名） 


